
 

 

※令和 7年 4月以前に帯状疱疹ワクチンの接種歴がある方は、当該予防接種を受けることはできません。ただし、組換えワクチ

ンを 1回接種した方が、2回目の接種を定期予防接種または市独自助成として接種することは可能です。 

※65歳を超える 5歳年齢ごと（70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳）の定期接種、市独自助成の実施は 5年

間（令和 11年度まで）の経過措置です。 


